
　

　 過去３年(令和５年～令和７年）４月～６月の路線別・時間帯別交通事故発生状況

　 過去３年（令和５年～令和７年）４月～６月の事故類型別交通事故発生状況

与板警察署

速　度　等　取　締　り　指　針

４０キロ・法定

５０キロ８：００～１７：００

与板警察署の速度取締り重点
規制速度

国道１１６号 ８：００～１７：００
寺泊敦ヶ曽根地区
　　　　　　　　～出雲崎町市野坪地区

令和８年４月

管内全域
１８：００～２４：００

重点場所

重点時間帯 ６：００～２０：００ ６：００～２０：００

重点時間帯

　

寺泊地区 与板地区

重点路線 重点時間帯

　　　与板警察署の飲酒運転取締り重点

区間

法定

国道４０２号

国道３５２号

寺泊野積地区～寺泊荒町地区

８：００～１７：００ 大野地区～出雲崎町勝見地区

　★　重点以外の場所・時間帯であっても、取締りを行うことがあります。
　★　天候不良で速度取締りができない場合、携帯電話・シートベルト等の取締りを行うことがあります。

重点場所
　　　与板警察署の交差点関連違反（信号・一時不停止・横断歩行者妨害等）取締り重点

～与板署の交通事故状況～
○ 令和 ７年の交通事故 人身事故 １９件（±０件） 死者数 ０名（－２名） 負傷者数 ２１人（－１人）

発生件数、負傷者数は令和６年とほぼ横ばいです。死亡事故の発生はなく、前年比で２名減少しました。
● 令和８年の交通事故 （２月１６日現在）

本年の交通事故 人身事故 １件（±０件） 死亡事故 ０名（±０名） 負傷者数 １人（±０人）
昨年と同数で推移しています。
その１件は、前方不注意により駐車車両へ衝突し、衝突された車両が歩行者へ衝突した事故です。
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○ 国道、県道等の主要幹線道路において、交差点関連違反の取締りを実施します。
○ 通勤・通学時間帯に、可搬式速度違反自動取締装置のダミーを運用するなど、違反の未然防止を

目的とした街頭活動も実施します。
○ 登下校時における児童・生徒の安全を確保するため、パトカーによる「レッド警戒（赤ランプの点灯）」や

駐留警戒を実施し、警察官の姿を見せる活動を強化します。

その他の交通指導取締り要点

与板警察署管内における交通事故実態

▼ 午前６時から午後０時までの間に12件発生しています。
さらに午後６時から午後８時までの間に３件発生しており、

通勤・通学時間帯に多く発生しています。
▼ 全事故の６０％が、車両相互の事故

自転車対車両の事故が４件、人対車両の事故が４件
高齢者事故が９件と全事故の４５％を占めています。

春を迎え自転車事故が４件と増加する期間になります。
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